
神奈川県内の政令市及び問合せ先は、以下のとおりです
政令市

横浜市

川崎市

相模原市

横須賀市

上記窓口の詳細は、以下のとおりです

上記窓口の詳細は、以下のとおりです

資源循環推進課

※１　県内の政令市について

申請窓口 住所 電話
所管区域（収集運搬業（積替・保管を除く）の場合は、本店所在地
収集運搬業（積替・保管を含む）又処分業の場合は、その事業を行う場所）

環境経済局資源循環部廃棄物指導課

資源循環部廃棄物対策課

(042)769-8335

申請窓口 住所

窓口は、神奈川県庁
資源循環推進課※3になります

窓口は、県政地域県政総合
センター環境部※2になります

※３　神奈川県庁資源循環推進課について（県所轄区域）

※２　県政地域県政総合センター環境部について（県所轄区域）

横須賀地域県政総合センター
環境部環境課

〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19
（県横須賀合同庁舎）

(046)823-0210
（代表）

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

電話 神奈川県が所轄する区域で積替・保管を伴う収集運搬業や処分業を行う場合は、
許可申請の前に各申請窓口（県政地域県政総合センター環境部）に事業計画について

ご相談してください
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
（神奈川県庁新庁舎4階分室）

県央地域県政総合センター
環境部環境調整課

〒243-0004 厚木市水引2-3-1
（県厚木合同庁舎）

(046)224-1111
（代表）

相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

湘南地域県政総合センター
環境部環境調整課

〒254-0054 平塚市中里50-1
（県平塚合同庁舎）

(0463)45-3150
（代表）

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

(045)210-1111
内線(4161、4162、4163、4164、4165)

県西地域県政総合センター
環境部環境調整課

〒250-0042 小田原市荻窪350-1
（県小田原合同庁舎）

(0465)32-8000
（代表）

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

(046)822-8523

資源循環局事業系対策部
産業廃棄物対策課

環境局生活環境部廃棄物指導課

横浜市・川崎市・神奈川県外
神奈川県内

（横浜市・川崎市を除く）担当部署 住所 電話

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
(新市庁舎23階)

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
（川崎市役所第3庁舎16階）

〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
（相模原市役所本館6階）

〒238-8550 横須賀市小川町11
（横須賀市役所1号館4階）

(045)671-2511

(044)200-2593

政令市※１ 政令市※１を除く区域 県内全域

窓口は、県政地域県政総合
センター環境部※2になります

事業者の本店又は住所は
どこにあるか？

窓口は、各政令市※１
になります

窓口は、各政令市※１
になります

政令市※１に限定

神奈川県における産業廃棄物処理業許可申請の窓口

行う 行わない

積替・保管場所はどこか？ 収集運搬業を行う区域はどこか？

収集運搬業

積替・保管を行うか？


